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C 61000-4-6：2026 (IEC 61000-4-6：2023) 

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべき

との申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 61000-4-6:2017 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 C 61000-4-6：2026 
 (IEC 61000-4-6：2023) 

電磁両立性－第 4-6 部：試験及び測定技術－ 

無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対する

イミュニティ 

Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-6: Testing and measurement 

techniques-Immunity to conducted disturbances, induced by  

radio-frequency fields 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 5 版として発行された IEC 61000-4-6 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，周波数範囲 150 kHz～80 MHz の意図的な無線周波（RF）送信機から到来する電磁妨害に対

する電気・電子装置の伝導性イミュニティ要求事項について規定する。 

注記 1 この規格で規定する方法及び試験機器は，80 MHz までの周波数範囲の使用を意図しているが，

この規格を引用する規格を作成する製品規格原案作成委員会は，この方法を 230 MHz までの周

波数において用いることを決定する可能性がある（附属書 B 参照）。 

ただし，妨害 RF 電磁界を結合させる導線又はケーブル（例えば，電源線，信号線又はグラウンド線）

を一つももたない装置は，この規格の適用範囲から除外する。 

注記 2 電磁放射によって誘導する伝導妨害信号が，関連装置に及ぼす影響を評価する試験方法を，こ

の規格の中で定めている。これらの伝導妨害のシミュレーション及び測定は，影響の定量的な

決定のためには適切で正確なものとはいえない。影響の定量的分析のために，各種の設備での

結果の適切な再現性を確立することを主要な目的として，この規格を構成している。 

この規格の目的は，RF 電磁界によって誘起する伝導妨害に対して，電気・電子装置の機能的イミュニテ

ィを評価するための共通基準を確立することである。この規格は，規定した現象に対する，装置又はシス

テムのイミュニティを評価するための方法を規定している。 

注記 3 この規格は，IEC Guide 107 で記載しているように，製品規格を作成するときに用いる基本 EMC

規格である。また，製品規格原案作成委員会は，このイミュニティ試験規格を適用するかどう

かを決定する責任をもつ。さらに，適用する場合，適切な試験レベル及び性能評価基準を決め

る責任がある。 

注記 4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 


